
ヤングケアラーって
なんだろう？

ヤングケアラーとは、

本当なら大人が行うような、買い物、料理、掃除などの家の仕事や、
家族のお世話をしているこどものことです。体や心に障がい・病気のある親、おじいちゃんや

おばあちゃん、幼いきょうだいなどの世話をすることで、とても大変な思いをしていることがあります。
　

子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）は、世界中すべての子どもたちが持つ権利を定めた条約です。
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●学校に行けない　　　●宿題をする時間がない　　　●友達と遊ぶ時間がない
●お世話について話したいのに話せない　　　●お世話をしていることで疲れてしまう

家族の手伝い・手助けをするのは「ふつうのこと」と思うかもしれません。でも、学校生活に影響が出たり、
こころやからだに不調を感じるほどの重い負荷がかかっている場合は、すこし注意が必要です。
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令和 6年 6月、“ヤングケアラー”は都道府県や市町村が各種支援に努めるべき対象として、「家族の介護その他の日常生活上の世話を
過度に行っていると認められる子ども・若者」と子ども・若者育成支援推進法に明記されました。
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